
   

 

 

千葉県国土強靱化地域計画修正（案）の概要 

     
 

 

 

 

１．修正のポイント 

（１）国の計画修正等 

 国土強靱化基本計画（平成３０年１２月改訂）の反映 

⇒直近災害から得られた知見、社会情勢の変化を踏まえた反映 

 国の最新の取組の反映 

⇒「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年１２月閣議決定） 

（２）本県の地域事情の反映 

 本県が被災した令和元年房総半島台風等の近年の自然災害の経験を踏まえた反映 
 

２．施策の追加・拡充・加速（主なもの）  

（１）水害対策 

○ 流域の関係者が協働し、流域全体で水害を軽減させる「流域治水」の推進 

○ 調節池、流域貯留浸透施設等の整備 

○ 河道掘削・築堤等による河道改修 

○ ダムの改良・更新 

○ 土砂の堆積状況等の管理による適切な河川機能の維持 

（２）大規模停電対策 

○ 電力会社と連携した災害時の早期電力復旧 

○ 危険木の事前伐採による電力会社と連携した電力供給網の予防保全 

○ インフラ周辺の事前伐採等、市町村の森林整備支援 

○ 病院・河川管理施設・上下水道などライフライン施設等の停電対策 

（３）道路ネットワーク等対策 

○ 新たな湾岸道路、千葉北西連絡道路などの計画の具体化 

○ 緊急輸送道路の代替性確保・道路ネットワークの機能強化 

○ 緊急輸送道路や防災拠点へのアクセス道路等での無電柱化の推進 

（４）デジタル化等の推進対策 

○ ICTの全面的な活用促進（ICT土工、舗装工等）等によるインフラ DXの推進 

○ AI・SNSを活用した情報収集力、発信力の多様化及び強化充実 
 
 

千葉県国土強靱化地域計画について、修正された国の国土強靱化基本計画の内容 

及び国の直近の取組等を反映し、修正を行います。 

主な修正内容は下記のとおりとなります。 


